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容量拠出金

2024年度年次精算の概要_容量拠出金の追加請求及び還元について

年次精算時点

容量確保契約金額
(実際交付額)

694,860,666円

交付年間総額 請求年間総額

容量確保契約金額
(実需給期間前)

容量拠出金

交付年間総額 請求年間総額

還元実需給期間中の
経済的ペナルティ等

1,554,145,100,912 円

未回収

未回収

追加請求
1,071,802円

48,437,112,594円

市場退出時の
経済的ペナルティ
694,860,666円

実需給期間前の
容量確保契約金額

減少分

▲44,596,099,542円

メインオークション約定時点

1,598,741,200,454 円

※経済的ペナルティの未回収分（295,204,674円）は、
年次精算の還元総額には含めず、支払いが行われた
年度の年次精算の総額に加算して還元する。

▲48,037,456,602円

容量拠出金請求開始時点

47,742,251,928円

295,204,674円※



3

◼ 還元総額

(参考)実需給期間中のペナルティの未回収分：295,204,674円

✓ 還元の対象は小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）のみ。（一般送配電事業者は対象外）
✓ 「容量確保契約金額_実需給前時点」約1.55兆円に対し、経済的ペナルティ等は約480億円。（経済的ペナルティ等の比率は約3％）
✓ 経済的ペナルティ等のうち未回収額は約3.0億円。（経済的ペナルティ等に対する未回収率は約0.6％）
✓ 「実需給期間中の経済的ペナルティ等」のうち未回収分は、還元の対象とならないため年次精算の還元総額には含めない。
✓ 未回収分は、年次精算後に受領した場合、受領した年度の年次精算の還元総額に加算して還元を行う。
✓ 「市場退出時の経済的ペナルティ」約6.9億円は、市場退出に伴って受領したペナルティのため、還元総額に含める。

◼ 追加請求総額

✓ 「容量拠出金_請求総額」約1.55兆円に対し、「容量拠出金_未回収額」約1.1百万円。（未回収率は約0.00008％）
✓ 一般送配電事業者における容量拠出金の未回収額は0円のため、一般送配電事業者は追加請求の対象外となる。
✓ 未回収分は、年次精算後に受領した場合、受領した年度の年次精算の総額に加算して還元を行う。

合計［円］ 小売電気事業者［円］ 一般送配電事業者［円］

容量拠出金_請求総額 1,554,145,100,912 1,420,454,686,874 133,690,414,038
容量拠出金_入金総額 1,554,144,029,122 1,420,453,615,084 133,690,414,038
容量拠出金_未回収額 1,071,802 1,071,802 0

追加請求総額 1,071,802 1,071,802 0

合計［円］

実需給期間中の経済的ペナルティ等 48,037,456,602

うち受領済分 47,742,251,928

市場退出時の経済的ペナルティ 694,860,666

還元総額 48,437,112,594

2024年度年次精算の概要_容量拠出金の追加請求及び還元について



4容量拠出金年次精算の計算方法（小売電気事業者）

◼ 容量拠出金年次精算に関する計算式は以下。（いずれも税抜額）

・ 追加請求額 = 未回収額 ×

・ 還元額 =  経済的ペナルティ額等 ×

・ 当該年度における全国の全事業者の容量拠出金実際支払額※ ＝ 1,420,439,598,696円

◼ 未回収額に伴う追加請求額と経済的ペナルティ額等に伴う還元額をそれぞれ算定し、事業者に通知したうえで、還元額から、追加
請求額及び年次精算の対象月となる対象実需給年度の月次の容量拠出金請求額を差し引いた金額が、正となる場合は支払通
知書、負となる場合は請求書を発行する。

当該年度における全国の全事業者の容量拠出金実際支払額※

対象事業者の当該年度の容量拠出金実際支払額

当該年度における全国の全事業者の容量拠出金実際支払額※

対象事業者の当該年度の容量拠出金実際支払額

※：年次精算対象外の事業者（2025年3月31日時点で会員でない事業者・2025年10月31日時点で容量拠出金の滞納がある事業者）は対象から除く
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【A社(≠最大事業者)における当該年度の容量拠出金実際支払額が30,000,000,000円の場合の例】（※いずれも税抜額）

◼ 追加請求額 = 未回収額 ×

= 1,071,802円 ×

＝ 22,636.69…円

＝ 22,637円

＝ 22,637±α円

◼ 還元額 =  経済的ペナルティ額等 ×

＝ 48,437,112,594円 ×

＝ 1,023,002,582.54…円

＝ 1,023,002,583円

＝ 1,023,002,583 ±β円

◼ 年次精算額 ＝ 追加請求額 ー 還元額

＝ 22,637円 ー 1,023,002,583円

＝ ▲1,022,979,946円（還元）

当該年度における全国の全事業者の容量拠出金実際支払額

対象事業者の当該年度の容量拠出金実際支払額

当該年度における全国の全事業者の容量拠出金実際支払額

対象事業者の当該年度の容量拠出金実際支払額

1,420,439,598,696円

30,000,000,000円
2.112…%(端数処理なし）

事業者ごとの追加請求額の小数点以下は四捨五入

事業者ごとの小数点以下四捨五入処理による、
追加請求総額との差額（α円）は配分比率が最大となる事業者で調整

1,420,439,598,696円

30,000,000,000円
2.112…%(端数処理なし）

事業者ごとの還元額の小数点以下は四捨五入

事業者ごとの小数点以下四捨五入処理による、
還元総額との差額（β円）は配分比率が最大となる事業者で調整

最大事業者のみ

最大事業者のみ

容量拠出金年次精算の計算方法（小売電気事業者）
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【A社(≠最大事業者)における当該年度の容量拠出金実際支払額が30,000,000,000円の場合の例】

【1/9（金）】発行

容量拠出金
還元額通知書
（年次精算）

容量拠出金
追加請求額通知書
（年次精算）

請求書

支払通知書

年次精算額

容量拠出金
請求額通知書
（月次算定）

①

②

③

(①ー②)＋③

正の場合

負の場合

▲1,022,979,946円

22,637円

1,023,002,583円

？？？円

【11/28（金）】発行

【12/12（金）】発行

or

2025年10月分

容量拠出金年次精算の計算方法（小売電気事業者）



≪参考≫
容量市場の在り方に関する検討会資料

第67回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料5
2025年9月1日開催 より抜粋














